
「勢働協約の法學的構成、

に封する増損及ぴ訂正

中村　萬吉

早稻田法學第二巻、同第四巻及び同第五巻に分載しテころ拙稿「勢働協

約の法學的構成』を學位請求論交として早稻田大學法學部に提畠する

に付き其内容禮裁を整理統一する爲め別項の通り増補訂正を施し且活

字の誤植に訂正を加ヘテこ。右論丈は早稽田法學第二巻には内容概観序

論第一章乃至第二章、本文第一頁乃至第百四十三頁、同第四巻には吋

容嶽観第三章乃至第六章、本文第百四十四頁乃至第三百九十五頁、同

第五巻には目次第七章乃至附録、本文第三百九十六頁乃至第四百三十

七頁を摺載してある。叉、此論文は嘗てそのま、一冊に取纒め巌松堂

書店より曇行されテこが内容概齪（目次）を追頁としプころ外本丈の頁数

には何等異同がない。蜀照の便宜上、念の爲め附記して置く。
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○内容概観

1頁　第一章第一節「概念Jとあろを「事實上の椴念」と改む。

　第二章協約に關すろr學設Jとあろを『從蹴の見解及び其批輿I」と改む。

2夏　第四章第二節r團結」の嶽念とあろを「協約團結」と改む。

　第四章第四節「協約法律關係」とあるを「協定的規約の意義」と改む。

　第四章r第六節協約法の地位」とあろを「協定的自治規約及び階級的私法の

　意義」と改む。

3頁　第五章第二節第一款「序論」とあろを「奮法時代の見解及び其鋤鋼Jと改

　め、同第二款『職業上團結の適法性rの次に、「及び其由來Jを加ふ。

4頁　第七章「協約の存纏期間」とあるを「協約加入、脱邊及び存績期間Jと改

　め、同章第二「脱退及び告知」とあろを「存績期間、脱邉及び告知」と改む。

O螢働協約の法學的構成

1頁下より三行目「從來・…」より以下削除。

2頁　上より二行目∫・…　一・言しテこ如く．」までを肯II除、二二行目『’雇傭』な」の次に

　「どの」を加へ三行目始の「ろ」を削除。

2頁　上より五行目「而ザも…・」より第十六行目「規範契約に付ては』まで削

　除、同行目「現行法上」の前に「殊に本質上不特定多敷人を規律すべき勢働

　協約に於けろ規範契約に至ては』を追加。

1頓上より二行目第一節「梅念」の前に「事實上の」を追加。

15頁上より六行目「團結は…・」ぶり雌項宋「筈であろ。」まで割除、叉同十二

　行目始「且、」を割除。

68頁上ぶり一行目協約に關する「學説』を「從來の見解及び其幾興」と改む。

72頁下切四行目「V氏」はL馬と改む。

8G頁上ぶり入行目「古くより制」の次に「定」を加ふ。

84亘　上より七行目「唯、特定協約…・』よリニ行目維「感がある』まで削除。

91頁上より三行目（イ）の前に「顧ふに」を追加。
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95頁上より七行目「鼓に」より次行『包含する」まで削除、その代りに次の一

　　句を挿入。

　　　「事實テころ團艦を主膿とすろ協約の法律關係は勝謂人格なき冠團に關すろ

　　　法的地位に俵りて決定せらろべく結局は前上特定協約のi法律關係と露結を

　　　同うすろ。依て以下專ら法入7こる團髄が關係する場合に付き論じて見すこい。

　　　倫ぼ」

95頁　（三）團髄協約の項上より三行目法制「なきにあらす…・」より同項織「尋

　　ηて見やうJまでを削除しその代りに「が少くない（後出）」を挿入。

99頁　上より六行目始「の傾解散」の「便」は次行始「の宜」の「宜』の前に入

　　る〇

三〇3頁上より三行目「綜合的」の次に「一」を加入◎

虹3頁下ニリ九行目始「であろ」の次に「が解繹上略ぼ同一の鰭結となろ」を追

　　加。

114頁上二り一行目「第二節」とあろは「第三邸」の誤。

115頁上より九行目『取入ろ、者」は「取入ろ、旨」の誤。

117頁　下より九行目始「此見解の結論は」の次に「我民法上Jを追加。

129頁下より六行目傭主にして「爲し」とあろは「若し」の誤。

130頁下より一行目終『蔀約違反の」は「協約違反の」の誤。

132頁　’ドより四行目始Derselbeとあろを：Rundsteinと改む。

144頁下より一行目始「の初」を削除。

翌8頁　上より四行目「主として」を削除、次行一致すろ「ので」を「ものも」と

　　改む。

150頁　下より十行目與へ「ざろや勿論であろ」とあろを「す從楽の私法上の原則

　　に俵らしむろに止まろ」と改む。

162頁　下ぶり十行旨「其必要をさへ認む」とあるを「麟洲戦雫の際一時協約に強

　　制力を附し☆ることあり（班uni伽ns　of　War　Act1915－1917）」と改む。

162頁下より三行目二行目に亘ろ麟丈を削除。

菊8頁　上、＆り三行目始「すれども」の次に「註三」を追加し、同行絡（Co）の次

　　にuを入れ同時に次行始のnを創除。
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171頁　（註二）の次に（註三）として次項を追加。

　　　「但、同國政府は産業組合の成立を當事者の登記に係らしむることを理由と

　　して同國の仲裁法も任意的☆るを失ばすと辮明してゐろ（：Precis　of施e

　　Labour　Laws　of　New　Zealand，Wellington，1925，μ1－3。）

172頁　上8り五行目「濠洲に次ぐ勢働者・…」ぶり次行「事情あろと且は」まで

　　を削除。

　　　上より七行目「乃至三三四條Jとあろは「乃至三二四條」の誤。

　　　上より十行目（註一）は（註一二）の誤。

　　　上より八行目「法津」ば「法律」の誤。

　　　下より七行目「タリク」は「タリフ」の誤。

　　　上より三行目よ瞬200頁上より六行目まで全部削除、その代りに次の各項1

　　を挿入。

　　　「（一）勢働協約の法學的概念　勢働協約とは少くとも勢働者側に於けろ園結

　　と傭主叉は其團結とを當事者とし合同取引に因りて成立する階級的私法上の

　　合意（協定行爲）にして特定の職業叉ば事業に付き勢働條件に關すろ協定的

　　自治規約を生じヌ協約當事者間には勢働關係の干和に關すろ債権關係を生ぜ

　　しむろものであろ。以下少しく分説しやう。

　　（イ）此定義は所謂團髄協約型を基本とすろものにして他の協約型は之を除外

　　してあろ。蓋し他の協約i型の中、特定協約に付ては個人的私法の下に於ても

　　相當に解決し得べくヌ不特定協約に至ては到底法學的構成に適しないザらで

　　あろ。

　　（ロ）協約當事者は少くとも勢働者側に於ては團結テころことを要する。協約團

　　結は從來の團膿の鶴念と其質を異にすろが故に假令之に法人格を付與すろに

　　しても從楽の註團法人とぼ其生活能力を異にせしめなければならぬ。實に協

　　約に關すろ法學的研究は協約團結の研究耐出登すべきものとする。

　　（ハ）協約は階級的私法上の合意であろ。階級的私法とは個人的私法に封すろ

　　特別法にして個人的私法上の法則と異なる法則を立て得ろのであろ。例へば

　　協約の不可侵性叉は自動作用の如き、協約成立の手段7こる合同取引の適法性

　　の如き、ヌ協約¢）執行に關すろ自力施用の如き、いづれも階級的私法上の特

　　有観念なりとする。

コ731頁

181頁

182頁

187頁

195頁
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　　（二）協約は協定的自滑規的である。それは合伺的自治規約にi封する齪念にし

　　て協約法上新に認めらろべき事項とすろ。此齪念ば從來學者の所謂規範契約

　　の観念を階級法上より言表はしテこるものであろ。

　　（二）涯意事項　以上の諸槻念は從來の協約法論に現はれプころ観念を新しき形

　　式に敗容しブころものと見て差支ない。併し協約i法の生命は此新形式を通すろ

　　に因り始めて嚢揮せらろべきものにして是れ協約法を薔法の鵜絆より開放し

　　て其自由且自然なろ曇蓮を可能ならしむろ所以であろ。依て以下重複を顧み

　　す是等の諸襯念に付き要論して見アこいのであろ。

　　此黒占に付き注意すべきもの二鮎あり。其一黒占は以下の論述は主として所謂立

　　法論に渉ろことであろ、而して所論は外國協約法中に含まれ†こる法則を参酌

　　すろの外、現行公私法上の法則にして協約の取扱にも準用し得べき・ものをも

　　参繭しすこことであろ。從て一見立法論と解繹論とが混在して匪別に苦しむの

　　状を呈すろザも知れぬ。併し予の計書は純正なろ意味にての立法論でも叉解

　　繹論でもなく、專ら協約なろ客襯的事實に甥して善遍的愛當性ある法理を探

　　究すろに外なら沁。從て若し以下の所論に野し我國固有の特別事情を加味按

　　配すれば亦プこ我國にも探用し得べく、要は我國の協約立法論乃至協約立法政

　　策論の爲めに基礎的法理を呈供し得れば足りろのであろ。」

200頁　第二節「團結」の概念とあろ前に「協約』の二字を冠す。

200頁下より三行目「同階級の」を割除。

202頁　下より二行目「（三）團結の特色」とあろを「（三）協約團結の特色」と改め、

　　引綾き「上に反して」より次行始「ふJまでを「以上は園結の通有性なれど

　　も更に勢働協約の爲珍にすろ團結に付ては下の如き特色があろ」と改め、更

　　に下より一行目「團結」の前に「協約」を冠す。

203頁下より五行目始「團結」の前に「協約」を冠す。

204頁上より三行目「（四）團結の組織」の團結の前に「協約」を冠す、叉下よ吻

　　三行目「ビ〃テイング」を飢除。

205頁下より五行目始「（五）團結のi法人格」の團結の前に「協約』を冠す。

206：頁上より十行目「團結」の前にいづれも「協約」を冠す0

213頁下より十一行目「徴するに」を「徴すれ1ズ」に改む。
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219頁　第四節「協約法律關係3とあろを「協定的規約の意義」に改む。同頁本交

　　一行目「其指定すろ」を「特定の」に改め、二行目「ものであろ」を削除し

　　其代りに「規約であり協約法は此規約に封して法規7ころの数力を付與する、

　　併し規約は元來當事者の合意に基くものなるが故に規約の法規的敷力も眞本

　　質上軍に相封的ブころに止まり協約關係人以外にば當然に其数力を及ぼすこと

　　むし、是れ協約が客灘的法規と粗異なろ黙である。」なろ一項を挿入。叉本文

　　上より五行目「（一）協約を一の法規と見ろべきザJの中「一」を「客観的」

　　と改め、同行「契約關係」を「以上の意義にての規約」に改む。

223頁　下より十行日r何敗に」を「而して」と改め、次行始規範力を有す「べき

　　廿」を「るに付てぽ特別立法の必要あり且其法理に付て」と改む」

224頁下より二行目始「意」の次に「に因ろ規約」を追加。

227頁上より十行目「固より・…J以下本文創除。

239頁上より十行目と十一行目との間に次の一項を挿入。

　　「以上の理由に因り協約が一・の法律行爲にてありながら爾ぽ協約關係に封し

　　て協約の不可侵性及び自働作用を有すべき立法上の婆旨を明ザならしめたと

　　思ふ。J

240頁　本文末項「協約の規範ば」以下割除。

248頁　第六節「協約法の地位」とあろを「協定的自治規約及ぴ階級的私法の意義』

　　と改む。

248頁　本文一行目「前節を以て・・一」よりの一項全部削除。

250頁下よりの三行目笑前出）J削除。

251頁　上より二行目以下全部叉次頁上より一行目始「いと信すろ』まで削除、その

　　代りに次の各項を挿入。

　　「斯くして本書冒頭に呈供ぜろ規範契約なろもの㌧本質稽や明ザになれろが

　　更に之を飽の1方面より論明して見☆い。

　　　按少るに汎く規範の特色は不特定多敷人を支配すろこと、、其支配が直接

　　なろことに在りとせらろと錐も、この中被支配者の不特定多数なろ黒占ば絶封

　　の要件にあらす、猫ほ客観的法規にも屡人的叉屡地的に廣狭の法域を定め得

　　る如く規範の適用範園に付ても亦人的に、虞狭の差等を認めて不可なく之を
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　　一履狡くして特定人問にのみ適用すろものと定め得べきであろ。乃ち規範の

　　本質は寧ろ多敏の具膿的事實に野して抽象的法規（Norm）を設定する鮎に

　　在り。敏に個人間に在ても多敷の契約が時を同じくし叉ば異にして成立すべ

　　き場合に於て其各個の契約の内容を一括して細象的に豫定し置くは一の規範

　　を設定すろものと認めて差支なく而して我民法第九十二條の規定に依れば事

　　實テころ慣習に付てすら當事者に之に依ろ意思めりと認むべきときは當然其慣

　　習に從はしむろが故に若し當事者間に於て將來俵るべもの規範を定めナこると

　　きは其將來の各契約を億すに當り反勤の意思表示なき限り當然に規範の自働

　　作用を認めて可なろは勿論の論法に馬する。而して斯の如き規範設定の契約

　　は我民法第九十條の規定に反せざる限り有数と認むろの外ない。されば個入

　　的私法上に於ても規範契約は相當の敷用あり且規範の少くとも自働作用は之

　　を認め得ろわけであろo

　　　然れども協約規範ば之と事情を異にし、蕾に不特定多轍人を規律すべきの

　　みならす其規律の不可侵なろことを理想とすろが故に直に以上個人的私法上

　　の見解を以て之に臨むことを得な）・。蓋し個人的私法上の規範契約に在ては

　　規範設定者と規範被支配者とは常に同一人なろこと及び支配せらろべき各個

　　の契約も豫定ぜらろ㌧ことを前提要件とすろが故に規範の自働佑用は各個の

　　契約者の推定的意思表示を通して相嘗に行はろ、ものなろに反し、協約に在

　　ては概して斯くの如き前提要：件を歓くのみ・ならす’、協約法に於て當事者と關

　　係人とを麗別する主因は協約的規範の不可俊性を實現せんとする必要に；在

　　り、是等の事情に想到せば個人法上の規範契約と協約規範との問に差等あろ

　　こと自ザら明ザであらう。」

252頁上ぶり四行目始に「或はJを追加。

256頁　下より六行目始r法規」同四行目「法規」次頁上より一行目『法規J同五

　　行目「法規」同六行目で法規」をいづれも「規約』と改む。

256頁下より四行目終後者「の漉」次行「例であろ」を「をして可能ならしむろ

　　階級的私法である」と改む。同行自治的階級「法」を「規約」と改む0

266頁　下より七行目「相別な」を「相岐ろ」と改む。

287頁　下よリヨ匡行目「フラス」は「フランス」の誤。
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290頁　第二節第一款「序論」を「奮法蒔代の見解及び其鋤判」と改め．本文一行

　　目「外國にては」の前に「鼓に奮法時代とは個人的財産法の行はれテこる時代

　　をいふ．此時代に」を追加、叉本文上より六行目（一）の次に「奮法時代の

　　見解」なろ小標題を追加。

292頁上より四行目始の（二）を下より七行目「近代財産法…・」の前に移し且

　　其次に「批鋼」を追加。

298頁　第二款「職業上團結の商法性」の次に「及び其由來』を追加。

299頁上より一行目「不率」は「不當」の誤・同頁下より入行目e適當性」ば「適

　　i法性」の誤。

306頁　上より入行目経Hanの次にdを入れ同時に次行始のdを削除。

320頁上より五行目「一般刑法の規定」の次に「の適用」を追加。同行「以外」

　　の次に「の」を挿入。

326頁下より七行目始「傭申込Jゑ「約申入」と改む。

332頁上より十一行目「要約」はr制約」の誤。

365頁下より九行目「本然」は「本則」の誤。

385頁上より八行目「止めて居ろ。」の次に「イギリスにても一九一五乃至一七年中

　　班unitiQns　of　War　Actに依り叉一九一入年のWages（Temporary　Regulaレ

　　iOI1）Actに依v，臨時に協約振張漉用の制度を認めアこ（註八）。」を追加。

395頁　（註七）の項の次に（註八）として次の一項を追加「Wayes（TemPQr＆ry

　　Regu！ation）Act，1918，第二條三項にはInterim　Court　of　Arbitrationの決

　　定あり又ば當事者間に協：力あろときはInter圭m　CQu貰of　Arbitr編ionの勧告・

　　に因り勢働大臣ば其決定叉は協約に定むる賃i牽が適用せられ得ろ凡べての勢

　　働者及び傭主に封して其決定叉は協約を適用すべき旨指定し得ろものとして

　　あろ。但、此法律は一九一九年一一月二一日期問満了の爲め消滅に婦し同時

　　にIndu厨al　Comts　Actの實施を見テこ。爾ほイギリスに於ける協約擾張宣

　　言に鍬すろ當局者、當業者の意見に付てぱReport　on　the　Eslabllshn】ent

　　andPr・gre鵬・fJ・intlndustriaIC・unci1s（1917－1922）7MajestysStati・nery

　　O缶ce，1923P．164以下参照。」

396頁　第七章「協約の存綾期間」を「協約加入、脱退及び存績期間」と改む。
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398亘　下より入行目第二、「脱退及び告知』の前に「協約存績期問』を追加。

399頁下より七行目「約協3は「協約」の誤。

400頁　上8り十行目の始「るもの』の前に『あ』を加ふ。

401頁　下二り五行目始e約協」は「協約」の誤。

402亘下より四行目（註三）を削除。

421頁上より入行目「協約當事」は「協約當事者Jの誤。

437頁　歓丈参考書の次に「我國に於けろ参考資料」として下を追加。

　　岡村司氏『民法ト肚會主義」二四一頁以下。

　　編田徳三氏「改訂壇補四版経濟學研究」経濟學研究二三三頁以下「勢働協約」

　　同氏r績経濟學研究」四一四頁以下r勢働協約一斑」四三一頁以下「濁逸に

　　於けろ勢働協約、」四四一頁以下「英國に於け勢働協約」

　　關一馬「工業政策』下　四入五頁以下「集合協約」

　　石坂音四耶氏「改纂民法研究」下、七七九頁以F「賃牽契約』

　　妥井英二氏「勢働協約法論」

　　末弘嚴太鄭氏「勢働協約と法律」（「改造」大正十五年二月號）


